
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第２２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年２月７日 ０３時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市興
ご

居
ご

島南方沖 

 松山港吉田浜地区防波堤灯台から真方位２９８°２,４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.５１′ 東経１３２°４０.１３′） 

事故等調査の経過  平成２７年２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー 扇
せん

泰
たい

丸、４９８トン 

   １４０８２７、センコー株式会社、有限会社六甲船舶、芝興マ

リン有限会社 

Ｂ 漁船 亮
りょう

盛
せい

丸、４.９９トン 

   ＥＨ３－２２４１３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部ハンドレールに曲損、左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部甲板に亀裂、船首材に破損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、興居島南方沖において、左舷

錨を投下して錨鎖約４節を繰り出し、錨泊中を示す灯火を表示して甲

板を照明し、船首を西方に向けて錨泊中、平成２７年２月７日０３時

４０分ごろＡ船の左舷中央部にＢ船の船首部が衝突した。 

 船長Ａは、衝撃で衝突に気付き、海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、松山港内の定係地に戻るため、

約１０.５ノットの対地速力で錨泊中の船舶群を避けながら、興居島

南方沖を北北東進中、主機が停止した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、機関室を確認したところ、燃料パイプの折損を

認め、船首方約２００ｍのＡ船を避けるために右舵を取ったものの、

プロペラが停止して舵効を得ることができず、前進行きあしのある状

態でＡ船に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、本事故時、危険物（引火性液体類）であるアクリロニトリ

ルを約５００ｔ積載していた。 

 Ａ船は、船長Ａが６日の２４時００分ごろまで停泊当直に入ってい



たが、前日まで航海が連続していたので、乗組員を休ませるため、停

泊当直者を配置していなかった。 

 船長Ｂは、就航以来、機関の点検及び整備を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、興居島南方沖において、錨泊中、Ｂ船が衝突したものと考

えられる。 

 Ａ船が、停泊当直者を配置していなかったことは、Ｂ船が操船不能

状態となって接近したことから、本事故の発生に関与しなかったもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、興居島南方沖を北北東進中、燃料パイプが折損したことか

ら、燃料が供給されずに主機が停止し、船長ＢがＡ船を避けるために

右舵を取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船の燃料パイプが折損した状況については、明らかにすることは

できなかった。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が興居島南方沖で錨泊中、Ｂ船が興居島南方

沖を北北東進中、Ｂ船の主機の燃料パイプが折損したため、燃料が供

給されずに主機が停止し、船長ＢがＡ船を避けるために右舵を取った

ものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発航前に主機関及び主機関に関連するパイプ等の点検を行うこ

と。 

 ・航海当直基準を遵守し、必要に応じて守錨当直者を配置するこ

と。 

 


